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第2章  河川計画 

第1節  河川計画に関する基本的な事項 

1．1 総説 

＜考え方＞ 

本章は、洪水防御に関する基本的な事項、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に

関する基本的な事項、河川環境の整備と保全に関する基本的な事項から構成されており、河川

法に規定する河川整備基本方針及び河川整備計画等の策定に当たって、治水・利水・環境のそ

れぞれの観点から検討すべき基本的な事項を示したものである。 

ここでは、河川計画を便宜上、「洪水防御計画に関する基本的な事項」「河川の適正な利用

及び流水の正常な機能の維持に関する基本的な事項」「河川環境の整備と保全に関する基本的

な事項」に分けて記述しているが、実態上は、治水・利水・環境の機能が相互に関連しており、

単純に機能ごとに分離することは不可能である。また、総合的な土砂管理からの視点や、維持

管理、洪水予報、施設操作等の河川管理からの視点も重要である。実際に河川計画を立案する

場合には、これらの機能の強化を総合的に勘案する必要がある。 

河川計画を策定するためには、各種データを必要とする。例えば、洪水防御計画の策定では、

降雨量、流量、水位、洪水痕跡、潮位、断面測量結果等を用いる。これらのデータを使用する

に当たり、近傍の観測結果との比較を行うなどチェックを十分に行うとともに、データの精度

を十分考慮し、必要に応じデータを修正することもある。 

 

＜必 須＞ 

河川計画の策定に当たっては、河川の有する治水機能、利水機能、環境機能の調和に配慮し

つつ、総合的な土砂管理等についても必要に応じて配慮するものとする。 

その際、河川の維持・管理等の視点が重要である。 

また、河川計画の策定に当たっては、降雨量、流量等の水文諸量のほか、環境に関するデー

タ等、各種データを使用するが、それらデータの精度を十分考慮するものとする。 

 

＜例 示＞ 

河川計画の策定に当たって検討すべき視点としては、例えば以下の点がある。 

・ 流域の自然環境の現況とその歴史的な変遷 

・ 流域の土地利用等の社会環境の現況とその歴史的な変遷及び今後の見通し 

・ 災害の歴史と改修の経緯 

・ 所要の治水安全度の確保 

・ 超過洪水時の被害軽減 

・ 総合的な土砂管理 

・ 水利用の状況と今後の見通し 

・ 健全な水循環系の確保 

・ 河川の維持・管理 

・ 良好な自然環境の保全・復元 

・ 良好な景観の維持・形成 

・ 人と河川との豊かな触れ合い活動の場の維持・形成 

・ 地域づくりとの連携 

・ 経済的合理性 
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1．2 河川整備基本方針と河川整備計画 

＜考え方＞ 

河川の整備は将来的に達成すべき目標を定め、これに基づいて行われるが、河川の整備には

多大な予算と時間を要することから、水系間や河川間等のバランスを図りながら、中期的な整

備目標を定めて段階的に整備を行うことが一般的である。すなわち、河川自体が自然の営力に

よって変化するだけでなく、河川を取り巻く社会的状況や地域住民の河川に対するニーズも時

代とともに変化することから、長期的な整備目標に対する具体的な整備の内容やその目標に至

るまでの整備手順や整備時期などを現時点ですべて定めることは困難である。したがって、当

面の整備目標が達成できると見込まれ、かつ住民が実感を持つことができる程度の期間を計画

期間として設定し、長期的な目標を定める河川整備基本方針に沿って、中期的な具体的な整備

の内容を示す河川整備計画を定めることとしている。 

 

＜必 須＞ 

河川整備基本方針においては、全国的なバランスを考慮し、また個々の河川や流域の特性を

踏まえて、水系ごとの長期的な整備の方針や整備の基本となるべき事項を定めなければならな

い。 

また、河川整備計画においては、河川整備基本方針に定められた内容に沿って、地域住民の

ニーズなどを踏まえた、おおよそ 20～30年間に行われる具体的な整備の内容を定めなければな

らない。 

 

＜標 準＞ 

河川整備基本方針においては、以下の事項を定めることを基本とする。 

１） 当該水系に係わる河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 

２） 河川の整備の基本となるべき事項 

① 基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項 

② 主要な地点における計画高水流量に関する事項 

③ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係わる川幅に関する事項 

④ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項 

河川整備計画においては、以下の事項を定めることを基本とする。 

１） 河川整備計画の目標に関する事項 

２） 河川の整備の実施に関する事項 

① 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置され

る河川管理施設の機能の概要 

② 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

なお、河川整備計画は当該河川の具体的な河川整備の内容を明らかにするものであるが、限

られた費用と時間の制約の中で整備を行うに当たっては施行順序の検討、他事業との計画調整

や進度管理を含む事業調整などが不可欠であることを十分踏まえるとともに、以下の事項に留

意することを基本とする。 

１） 河川整備計画の策定単位は、一連の河川整備の効果が発現する範囲を基本とする。 

２） 計画期間は、一連区間において河川整備の効果を発現させるために必要な期間とし

て、20～30年程度を目途に定めるのが一般的であるが、調査・検討に時間を有するなど

具体の整備内容等に不確定な要素がある場合には、計画期間を通常のそれより短く設定

して不確定部分を除くか、不確定部分を検討事項として明記し、明らかになった時点で

適宜計画の見直しを行う。 

３） 河川の整備内容の検討に当たっては、計画期間中に実現可能な投資配分を考慮する
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とともに代替案との比較を行う。 

４） 河川の整備内容について、その必要性と効果がわかりやすい内容となるよう工夫す

る。 

５） 河川の工事内容は、できるだけ将来的に手戻りがないよう配慮するが、整備の緊急

性や施設の耐用年数などを考慮し、必要な場合には将来的な手戻りが生じることも妨げ

ない。 

６） 河川の維持内容については、単なる維持工事的なものではなく、計画的に実施すべ

き事項について定める。 

 また、観測や調査など、河川のモニタリングのために必要な事項についても定める。 

７） 河川整備計画には、河川の概要や現状と課題等、河川の整備を進めるに当たって前

提とすべき事項についても記述する。 

また、河川整備計画については、当面の具体的な河川整備に関する事項を定めたものであり、

流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を適切に反映でき

るよう、適宜その内容について点検を行い、必要に応じて変更することを基本とする。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  河川整備計画の点検及び変更について，平成 25年 2月 25日，国土交通省水管理・国土

保全局河川計画課河川計画調整室長事務連絡. 
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第2章  河川計画 

第2節  洪水防御計画に関する基本的事項 

2．1 総説 

2．1．1 洪水防御計画の原則 

＜考え方＞ 

洪水防御計画の策定に当たっては河川及びその流域における他の河川計画その他各種の施

設計画等との調整を図る必要がある。例えば、一般の河川については、河道計画と砂防計画、

洪水調節計画と利水計画、河道計画と環境保全計画等についての調整である。 

 

＜必 須＞ 

洪水防御計画は、河川の洪水による災害を防止又は軽減するため、計画基準点において計画

の基本となる洪水のハイドログラフ（以下「基本高水」という。）を設定し、この基本高水に

対してこの計画の目的とする洪水防御効果が確保されるよう策定するものとする。 

また、洪水防御計画は、基本高水に対してこの計画により設置される施設が水系を一貫して

相互に技術的、経済的及び社会的に調和がとれ、かつ十分にその目的とする機能を果たすよう

策定されなければならない。 

 

2．1．2 超過洪水に対する配慮 

＜考え方＞ 

洪水防御計画は、技術的、経済的及び社会的に適切であり、基本高水に対して、効果が確実

に発揮できるものとなるよう配慮し、策定するものであるが、超過洪水に対しては、技術的、

経済的及び社会的に可能な範囲で超過洪水による被害ができる限り分散するよう計画上配慮

するとともに、関係する地域社会に対して、超過洪水が発生した場合の被害の態様を明らかに

することにより、超過洪水の生起に際して適切な対応がとられるよう配慮する必要がある。 

 

＜標 準＞ 

洪水防御計画の策定に当たっては、河川の持つ治水、利水、環境等の諸機能を総合的に検討

するとともに、この計画がその河川に起こり得る最大洪水を目標に定めるものではないことに

留意し、計画の規模を超える洪水（以下「超過洪水」という。）の生起についても配慮するこ

とを基本とする。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 9 章 水害

リスク評価. 

 

2．1．3 河川整備基本方針と河川整備計画 

＜標 準＞ 

河川整備基本方針においては、超過洪水の生起にも配慮し、計画基準点における基本高水の

ピーク流量とその河道及び洪水調節施設への配分、並びに主要地点での計画高水流量を定め、

河川整備計画においては、現況施設能力を上回る洪水の生起にも配慮し、段階的に効果を発揮

するよう目標年次を定め、一定規模の洪水の氾濫を防止し、必要に応じそれを超える洪水に対

する被害を軽減する計画とする。その際に、既存施設の有効利用やソフト施策を重視するとと

もに、流域における対応を取り込むものとする。 

 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/09.pdf
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＜例 示＞ 

河川整備計画の検討に当たって、想定し得る最大規模の外力までの様々な規模の外力に対し

て、施設整備が完了した場合の水害リスクの変化を、人的被害、経済被害、社会経済活動への

影響等の評価項目により評価した事例がある。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 9 章 水害

リスク評価. 

2) 治水経済調査マニュアル(案)，平成 17 年 4 月，国土交通省河川局. 

3) 水害の被害指標分析の手引(H25 試行版)，平成 25 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全

局. 

 

＜参考となる資料＞ 

施設整備による水害リスクの変化を評価した例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 鈴鹿川における河川整備の効果について（水害リスクの評価（試行））（第 16 回三重河川

流域委員会資料-8），平成 28 年 3 月 24 日，国土交通省 三重河川国道事務所． 

 

2．2 基本高水に関する基本的事項 

2．2．1 基本高水の設定の手法 

＜考え方＞ 

基本高水は、そのハイドログラフで代表される規模の洪水の起こりやすさ、つまり生起確率

によって評価され、それが洪水防御計画の目標としている安全の度合い、すなわち治水安全度

を表している。 

しかし、洪水のハイドログラフそれ自体は、その生起確率の計算等の対象としては必ずしも

便利ではなく、そのピーク流量又は総ボリュームに着目して統計解析するには、多くの場合計

算が複雑となったり、資料不足のため十分な精度が得られないなどの難点がある。 

したがって、基本高水を設定する方法としては、その取扱いが簡単であって一般の人々にと

って理解しやすいことから、その洪水の起因となる降雨に着目して、所定の治水安全度に対応

する超過確率を持つ対象降雨を選定し、この対象降雨から一定の手法でハイドログラフを設定

する方法を標準とするが、これ以外でよりその河川に適合した方法を採用することもある。 

対象降雨から洪水流出モデルを用いて計算された洪水ハイドログラフのうち、洪水防御計画

の基本となるものを基本高水とする。 

基本高水の設定に当たっては、計画規模に対応する適正なピーク流量を選定する等の観点か

ら、総合的に検討を進める必要がある。基本高水は、洪水防御計画の基本となるものであるか

ら、洪水調節等の人工的な操作の加わらない洪水ハイドログラフでなければならない。 

また、基本高水は計算された洪水ハイドログラフのうち、必ずしもピーク流量若しくは流出

の総量が最大のものであるとは限らない。 

なお、計画上洪水のピーク流量の設定をもって洪水防御計画の策定が可能な場合にあって

は、基本高水はこのピーク流量で表すものとし、特に洪水のハイドログラフの設定を行う必要

はない。 

 

＜標 準＞ 

基本高水を設定する方法としては、種々の手法があるが、一般には対象降雨を選定し、これ

により求めることを基本とする。 

基本高水は、計画基準点ごとにこれを定めることを基本とする。 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/09.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/h1704/chisui.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/higaisihyou_h25.pdf
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/conference/ryuiki/pdf/16th/16th_shiryou-08.pdf
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＜例 示＞ 

都市部の河川では、流域において流出抑制対策を講じない場合の洪水のピーク流量に対し、

流域の雨水貯留浸透施設の設置等を考慮して、基本高水を設定した例がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

流域における雨水貯留浸透施設の設置等を考慮して、基本高水のピーク流量を設定した例と

しては、下記の資料が参考となる。 

1) 鶴見川水系河川整備基本方針，平成 17 年 5 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

 

2．2．2 対象降雨の定義 

＜考え方＞ 

「対象降雨」という表現は、従来の「計画降雨」を改めたものである。これは、「計画降雨」

という表現が基本高水の設定のために一つの降雨を設定するものと誤解されることを避ける

ためである。すなわち、基本高水は計画規模の複数の降雨から選定されるものであり、基本高

水の検討に用いた降雨群を「対象降雨」と定義する。 

 

＜標 準＞ 

対象降雨は、計画基準点ごとに選定することを基本とする。対象降雨は、降雨量、降雨量の

時間分布及び降雨量の地域分布の 3 要素で表すことを基本とする。 

 

2．3 計画基準点の設定 

＜考え方＞ 

計画基準点は、洪水防御計画において、目標とする安全度を評価する地点であり、水理、水

文解析の拠点となるような水位標のある地点やダム等主要な洪水調節施設が設けられる地点

が適している。 

 

＜標 準＞ 

計画基準点は、既往の水理、水文資料が十分得られて、水理、水文解析の拠点となり、しか

も全般の計画に密接な関係のある地点を選定することを基本とする。計画基準点は、計画に必

要な箇所に設けることを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index047.html
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＜例 示＞ 

図 2-1 に示す本川の基準水位標 A、支川 B(C)の基準水位標 B(C)、ダム D 及び E の所在する

地点は、いずれも計画基準点の候補地となりうる。 

対象降雨の規模はこれらの各地点において異なってよく、また、同一地点においても計画の

対象となる施設が異なれば、その施設ごとの対象降雨は必ずしも同一のものであることを要し

ない。 

 

図2-1 基準地点模式図 

 

2．4 計画規模の設定 

2．4．1 計画の規模 

＜考え方＞ 

計画の規模は、計画対象地域の洪水に対する安全の度合いを表すものであり、それぞれの河

川の重要度に応じて上下流、本支川でバランスが保持され、かつ全国的に均衡が保たれること

が望ましい。 

河川の重要度とは、洪水防御計画の目的に応じて流域の大きさ、その対象となる地域の社会

的経済的重要性、想定される被害の量と質、過去の災害の履歴などの要素を考慮して定めるも

のである。 

計画の規模が決定されると、それをもとに計画の立案に当たって必要となる対象降雨を選定

することとなる。対象降雨は降雨量、降雨量の時間分布及び降雨量の地域分布の 3 要素によっ

て表されるが、対象降雨の規模は、一般には降雨量の年超過確率で評価することとする。 

このようにして評価された対象降雨の規模は、対象降雨の降雨量について、1 年間に何分の

１の確率でその値を超過するかということを示している。それゆえ、これはその降雨に起因す

る洪水のピーク流量の年超過確率とは必ずしも 1:1 の対応をしない。 

しかし、洪水防御計画においては、基本高水のピーク流量の年超過確率が重要な意味を持つ

ので、年超過確率において両者の間に著しい差異が生ずるおそれがある場合には、これらの関

係を明確にし、他の手法によって計画の規模を定めることを検討する必要がある。 

 

＜標 準＞ 

計画の規模の設定に当たっては、河川の重要度を重視するとともに、既往洪水による被害の

実態、経済効果等を総合的に考慮して定めることを基本とする。 
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＜例 示＞ 

河川整備基本方針の策定に当たって、計画の規模を決定する際に、おおよその基準として、河川

をその重要度に応じて A 級、B 級、C 級、D 級及び E 級の 5 段階に区分した場合の、その区分に応

じた対象降雨の規模の標準を示すと表 2-1 のとおりである。 

 

表2-1 河川の重要度と計画の規模 

河川の重要度 計画の規模(対象降雨の降雨量の超過確率年) ※ 

A 級 200 以上 

B 級 100～200 

C 級 50～100 

D 級 10～50 

E 級 10 以下 

(※)年超過確率の逆数 

一般に、河川の重要度は一級河川の主要区間においては A 級～B 級、一級河川のそのほかの区間

及び二級河川においては、都市河川は C 級、一般河川は重要度に応じて D 級あるいは E 級が採用さ

れている例が多い。 

なお、特に著しい被害を被った地域にあっては、この既往洪水を無視して計画の規模を定めるこ

とは一般に好ましくない。したがって、このような場合においては、その被害の実態等に応じて民

生安定上、この実績洪水規模の再度災害が防止されるよう計画を定めるのが通例である。 

しかしながら、この場合においても上下流、本支川のバランスが保持されるよう配慮する必要が

ある。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 8 章 河川

経済調査. 

2) 治水経済調査マニュアル(案)，平成 17 年 4 月，国土交通省河川局. 

3) 水害の被害指標分析の手引(H25 試行版)，平成 25 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全

局. 

4) 「年超過確率」について，平成 24 年 10 月 16 日，国土交通省水管理・国土保全局河川計

画調整室長事務連絡. 

 

2．4．2 計画規模の同一水系内での整合性 

＜考え方＞ 

洪水防御計画は計画規模の洪水を防御することを目的とするものであるが、同一水系内で必

ずしも計画規模が、上下流、本支川間で連続する必要はない。 

特に、同一水系内において、計画基準点を複数決定すると、相互の対象降雨の間には降雨量、

継続時間等において関連性がないのが通常であり、単純に計画規模をそろえることは多くの場

合、超過洪水の生起に際して、上下流の間では下流、本支川の間では本川が危険になるのが一

般であるので、この点も考慮して整合性を保つよう配慮すべきである。 

なお、必要に応じ超過洪水による被害ができる限り分散し、過度に特定の地域に集中するこ

とのないよう配慮する必要がある。 

 

 

 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/08.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/h1704/chisui.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/higaisihyou_h25.pdf
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＜標 準＞ 

同一水系内における洪水防御計画の策定に当たっては、その計画の規模が上下流、本支川の

それぞれにおいて十分な整合性を保つよう配慮することを基本とする。 

 

2．5 既往洪水の検討 

＜考え方＞ 

水理・水文解析を行う上で最も重要なデータは、既往洪水の降雨と水位流量に関するもので

ある。 

降雨については、雨量の時間分布及び地域分布を明らかにするために、時間雨量のデータを

流域内の主要地点についてできるだけ大量に収集する必要がある。 

流量については、主要地点における実測値があればよいが、ない場合には洪水痕跡からの逆

算等、適当な方法を用いて推定する必要がある。なお、流量の検討に当たっては氾濫や遊水の

影響をできるだけ正確に評価することが重要である。 

洪水の氾濫の状況及び被害の実態は、事業の効果や重要度の判定に際して重要なものである

から、十分詳細な調査を行う必要がある。 

なお、計画の策定にあたっては、再現性の高い流出計算モデルの構築が重要であるため、そ

の基礎となる観測データの妥当性について点検を行うことが重要である。 

 

＜標 準＞ 

既往洪水の検討は、その洪水の原因となった降雨の性質、雨量の時間分布及び地域分布、そ

の洪水の水位、流量等の水理・水文資料、洪水の氾濫の状況及び被害の実態等について行うこ

とを基本とする。 

 

＜例 示＞ 

流出計算に使用する観測データの点検において、局所的な降雨分布が地上観測雨量で捉えら

れているかどうかを確認するため、地上観測雨量とレーダ雨量のそれぞれから算出した流域平

均雨量を比較して確認した例がある。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 2 章 水文・

水理観測 第 1 節 総説，第 2 節 降水量観測，第 3 節 水位観測，第 4 節 流量観測，第 5 節 

水文資料の整理・保存と品質管理，第 7 節 河川の流れの総合的把握. 

2) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 3 章 水文

解析 第 2 節 流出解析 2.2.3 水文資料及び流域特性資料の収集と整理. 

 

＜参考となる資料＞ 

既往洪水の分析や流出計算に使用するデータの点検の例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）3.流出計算に使用す

るデータの点検，平成 28 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

 

2．6 洪水流出モデルの構築 

2．6．1 流出計算法の選定 

＜考え方＞ 

降雨から流量への変換に当たっては、様々な流出計算法があるが、当該流域の流出特性等を

踏まえ、それを適切に反映できるものを用いる必要がある。 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/02.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/03.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai108kai/s3.pdf
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＜標 準＞ 

降雨から流量への変換は、その対象とする河川の特性に応じた流出計算法を用いることを基

本とする。なお、洪水の貯留を考慮する必要がない河川においては合理式法によることができ

る。 

 

＜例 示＞ 

流出計算法としては、貯留関数法、単位図法などがある。なお、河道及び流域において貯留

現象がほとんど存在しないか、貯留現象を考慮する必要がない河川等においてダム、遊水地等

の計画のない河川の河道を計画する場合には、合理式法を用いることが多い。 

レーダ雨量計をはじめとする時空間解像度が高い水文観測体制の整備、地形や土地利用など

の地理情報の整備などが充実してきていることにより、分布定数系モデルの開発が進み、洪水

防御計画の検討にあたって、既往最大流量を記録した実績洪水のピーク流量の確認を目的とし

て分布定数系モデルを使用した事例がある。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 3 章 水文

解析 第 2 節 流出解析. 

 

＜参考となる資料＞ 

近年の洪水流出モデル構築の事例としては、下記の資料 1)が参考となる。また、河川整備基

本方針の検討にあたって分布定数系モデルを使用した事例としては下記の資料 2)が参考とな

る。 

1) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）5.新たな流出解析モ

デルの構築，平成 28 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全局.  

2) 矢部川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）参考 2 貯留関数法

以外の手法による流量算出結果，平成 26 年 6 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

 

2．6．2 洪水流出モデルの定数の設定 

＜考え方＞ 

洪水流出モデルの諸定数は、通常、規模の小さい実績洪水から求めることが多いので、決定

に当たっては不合理な結果とならないように注意する必要がある。 

また、諸定数の決定に当たっては、実績洪水が生起した時点から計画時点に至る開発等によ

る流域条件の変化を十分加味する必要がある。特に流出率については流域の状況に応じ大きく

変わるものであり、また、洪水流出量及び洪水のピーク流量に大きな影響を及ぼすものである

から、特に慎重な検討を必要とする。 

 

＜標 準＞ 

降雨を流量に変換するための洪水流出モデルの諸定数の決定に当たっては、次の事項につい

て十分配慮することを基本とする。 

１）実績と計画の洪水規模の相違 

２）開発等による流域条件の変化 

 

 

 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/03.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai108kai/s3.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/yabegawa93-6.pdf
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＜例 示＞ 

合理式法を用いる場合の流出係数、及び洪水到達時間の算出に当たり使用する流入時間（流域の

最遠点から河道に到達するまでの時間）は以下の値を標準として定めてもよい。 

 

〈流出係数〉 

密集市街地 0.9 

一般市街地 0.8 

畑原野 0.6 

水田 0.7 

山地 0.7 

〈流入時間〉 

山地流域 2km2 30min 

特に急傾斜面流域 2km2 20min 

下水道整備区域 2km2 30min 

 

 

＜関連通知等＞ 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 3 章 水文

解析 第 2 節 流出解析. 

 

＜参考となる資料＞ 

洪水流出モデルの定数設定と検証の例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）5.新たな流出解析モ

デルの構築，平成 28 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

 

2．7 基本高水の設定 

2．7．1 基本高水の設定の基本 

＜標 準＞ 

基本高水は、本章 2.7.2 で選定する対象降雨について、本章 2.6 で構築した洪水流出モデル

を用いて洪水のハイドログラフを求め、これを基に既往洪水、計画対象施設の性質等を総合的

に考慮して設定することを基本とする。 

 

  

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/03.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan3/pdf84/s2-1.pdf
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＜推 奨＞ 

対象降雨を選定し、適当な洪水流出モデルを用いて洪水のハイドログラフを計算することは

容易であるが、どのハイドログラフを基に基本高水を決めるかについては慎重な検討が必要で

ある。 

対象降雨（群）の選定に当たっては、本章 2.7.2 で定めるよう、地域分布、時間分布等の検

討を行い、引き伸ばし率 2 倍程度にする場合が多い。 

ハイドログラフの計算には、ダム、遊水地等の洪水調節施設は存在しないものとし、発電ダ

ム等の利水ダムについては、操作規程に従った洪水時の操作を考慮するものとする。 

通常、地域分布、時間分布等の検討結果で不適切な降雨を棄却されているので、計算された

ハイドログラフ群の中から、最大流量となるハイドログラフのピーク流量を基本高水のピーク

流量とする。 

また、流量観測データが十分蓄積されているような場合には、流量確率を用いたり、また、

流域面積の小さい河川では合理式による値と比較を行う等により、基本高水のピーク流量を検

証することや、比流量を用いて、本支川バランス、上下流バランスや流域の気候特性や計画規

模が同規模の他河川とのバランスを考慮することが必要である。 

このほか、基本高水の決定方法としては、降雨量のほか、降雨の地域分布及び時間分布を多

くの資料から確率評価する等により計画規模に対するピーク流量を定める方法等がある。 

 

基本高水の設定の過程は図 2-2 のようになる。 

 

   
図2-2 基本高水の設定 

 

＜例 示＞ 

基本高水の設定にあたっては、雨量データによる確率からの検討の他、流量データによる確

率からの検討、全ての時間雨量が計画規模となるモデル降雨波形を用いた検討を加え、既往洪

水による検討や既定計画の基本高水のピーク流量等を総合的に判断して基本高水のピーク流

量を設定している例がある。 

 

地域の重要度、既往洪水群、事業効果等

河川の重要度

計画規模の決定 実績降雨（群）

対象降雨（群）

ハイドログラフ（群）

基本高水の設定

雨量確率による検討
・引伸ばし率
・地域分布・時間分布

流量確率等による検証
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＜参考となる資料＞ 

基本高水のピーク流量の設定にあたっての考え方については、下記の資料 1)が参考となる。

また、最新の基本高水のピーク流量の設定の例としては、下記の資料 2)が参考となる。 

1) 社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会（第 84回）資料 2-1，2008. 

2) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）6.基本高水のピーク

流量の設定，平成 28 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

 

2．7．2 対象降雨の設定 

（１） 対象降雨の継続時間の設定 

＜考え方＞ 

対象降雨の継続時間は、流域の大きさ、洪水の継続時間、降雨の原因(台風性、前線性)等を

検討すると同時に、対象施設の種類を考慮して定めるべきものである。 

しかしながら、必ずしも継続時間の検討に必要な資料が十分得られるとは限らないので、統

計解析等の理由からやむを得ず 1 日から 3 日を採用する場合が多い。 

ただし、洪水の流域最遠点からの到達時間が数時間であるような河川においては、洪水のピ

ーク流量に支配的な継続時間の降雨について別途検討する必要がある。 

 

＜標 準＞ 

対象降雨の継続時間は、流域の大きさ、降雨の特性、洪水流出の形態、計画対象施設の種類、

過去の資料の得難さ等を考慮して決定することを基本とする。 

 

＜推 奨＞ 

洪水のピーク流量は、洪水到達時間内の降雨等の降雨特性に加え、流域の地形、河川の状況

等の影響を受ける。このため、雨量データによる確率からの検討にあたって設定する対象降雨

の継続時間は、洪水到達時間、過去の洪水の降雨状況、流出特性等を総合的に検討のうえ設定

することが望ましい。 

なお、流域の大きさや流域の形状等を踏まえ、洪水到達時間内の降雨が洪水のピーク流量に

大きく影響すると考えられる場合には、洪水到達時間を重視し、対象降雨の継続時間を設定す

ることが望ましい。 

 

＜例 示＞ 

対象降雨の継続時間を設定するに当たって、理論式等より求めた洪水到達時間、ピーク流量

とピーク流量生起時刻から遡る短時間雨量との相関関係、主要洪水における強い降雨強度の継

続時間を整理し、各手法の結果を包絡できる時間を降雨継続時間として設定した事例がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

対象降雨の継続時間の設定の例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）6.基本高水のピーク

流量の設定 6.3 大淀川流域の対象降雨の降雨継続時間の設定，平成 28 年 7 月，国土交通省

水管理・国土保全局. 

 

（２） 対象降雨の降雨量の設定 

＜標 準＞ 

対象降雨の降雨量は、本章 2.4.1 によって計画の規模を定め、さらに、降雨継続時間を定め

http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan3/pdf84/s2-1.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai108kai/s3.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai108kai/s3.pdf
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ることによって決定することを基本とする。 

 

＜関連通知等＞ 

対象降雨の降雨量の設定に際しての確率統計解析については次の関連通知がある。 

1) 河川砂防技術基準調査編，平成 26 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局,第 3 章 第 1

節 水文統計解析. 

 

＜参考となる資料＞ 

対象降雨の降雨量の設定の例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）6.基本高水のピーク

流量の設定 6.5 時間雨量データにおける確率からの検討，平成 28 年 7 月，国土交通省水管

理・国土保全局. 

 

（３） 対象降雨の時間分布及び地域分布の設定 

＜標 準＞ 

対象降雨の降雨量の時間分布及び降雨量の地域分布は、既往洪水等を検討して選定した相当

数の降雨パターンについて、その降雨量を本章 2.4.1 によって定められた計画の規模に等しく

なるように定めることを基本とする。この場合において、単純に引き伸ばすことによって著し

く不合理が生ずる場合には、修正を加えることを基本とする。 

 

＜推 奨＞ 

対象降雨の降雨量が与えられた場合には、残りの 2 要素、すなわち、その時間分布及び地域

分布を定めて、対象降雨を選定する。この場合の考え方としては大別して次の 2 つの方法があ

る。 

 

１）対象降雨の 3 要素、すなわち、降雨量、降雨量の時間分布及び降雨量の地域分布相互間

の統計的若しくは気象学的な関係を明らかにして、降雨量が与えられた場合の時間分布

及び地域分布をその関係に基づいて定める方法。 

２）降雨量を定めた後に、過去に生起した幾つかの降雨パターンをそのまま伸縮して時間分

布と地域分布を作成し、それらがこれら要素間の統計的な関係からみて特に生起し難い

ものであると判断されない限り採用する方法。 

 

一般的に通常後者を用いる方が単純でわかりやすいが、既往の降雨の選定に当たっては、大

洪水をもたらしたものやその流域において特に生起頻度の高いパターンに属する降雨を落と

さないよう注意しなければならない。選定すべき降雨の数はデータの存在期間の長短に応じて

変化するが、その引き伸ばし率は 2 倍程度にする場合が多い。 

 

＜例 示＞ 

降雨量を引き伸ばすことによって生ずる不合理なこととは、地域分布に大きな隔たりがある

降雨や、時間的に高強度の雨量の集中が見られる降雨において、その河川のピーク流量に支配

的な継続時間における降雨強度が対象降雨のそれとの間で、超過確率の値において著しい差異

を生ずる場合があることである。 

 

具体的な対象降雨の選定の処理法としては次のような例が考えられる。 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/chousa/pdf/03.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai108kai/s3.pdf
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１） 地域分布に大きな隔たりがある降雨を引き伸ばした結果、流域の一部地域での降雨量が

著しく大きくなり、当該一部地域の降雨の超過確率が、計画規模の超過確率に対して著

しく差異があるような場合には、対象降雨として採用することが不適当であると考えら

れるため、当該降雨パターンの引き伸ばし降雨を対象降雨から棄却すること。 

２） 短時間に降雨が比較的集中しているパターンを引き伸ばした結果、洪水のピーク流量に

支配的な継続時間内での降雨強度の超過確率が、計画規模の超過確率に対して著しく差

異があるような場合には、対象降雨として採用することが不適当であると考えられるた

め、当該降雨パターンの引き伸ばし降雨を対象降雨から棄却すること。 

３） 上記１）及び２）の降雨パターンについて、地域分布や時間分布に修正を加え、超過確

率の著しい差異を是正することにより、対象降雨として採用すること。 

 

＜参考となる資料＞ 

地域分布及び時間分布の評価・棄却の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 大淀川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（参考資料）6.基本高水のピーク

流量の設定 6.6 対象降雨の地域分布及び時間分布の検討，平成 28 年 7 月，国土交通省水管

理・国土保全局. 

 

（４） 実績降雨と対象降雨との継続時間の調整 

＜標 準＞ 

本章 2.7.2(3)において選定された実績降雨の継続時間が対象降雨のそれと異なる場合には、

その長短に応じて次のように調整することを基本とする。 

１）実績降雨の継続時間が対象降雨のそれよりも短い場合、実績の継続時間はそのままにし

て、降雨量のみを対象降雨の降雨量にまで引き伸ばす。ただし、この場合において、本

章 2.7.2 (3) 1) で述べたような不合理が生ずる場合には、その範囲において修正を加

える。 

２）実績降雨の継続時間が対象降雨のそれよりも長い場合、１）と同様の取扱いとするが、

引き伸ばし後の一連の降雨量が対象降雨の降雨量に比較して相当に大きくなる場合に

は、対象降雨の継続時間に相当する時間内降雨量のみを引き伸ばし、それ以前の降雨は

実績の降雨をそのまま用いる。 

 

＜例 示＞ 

本章 2.7.2(3)において選定された実績降雨の継続時間が対象降雨のそれに一致することは

極めてまれである。しかしながら、本章 2.4.1 において対象降雨の規模を決定する場合に用い

る資料にしても、対象降雨の継続時間に一致する継続時間の降雨ではないのが普通であるか

ら、通常の場合は何ら調整をする必要はない。ただし、実績の降雨継続時間が対象降雨のそれ

に比較して相当に長く、しかも引き伸ばした後の降雨量が対象降雨の降雨量に比較して相当に

大きい場合には調整をしなければ不合理な結果となる。 

この場合においては、図 2-3 に示すように、一連の降雨中の主体とみなされる部分を中心に

おいて、対象降雨継続時間に相当する時間内の降雨量が対象降雨の降雨量に等しくなるように

引き伸ばし、対象降雨の前に接続して存在する降雨については、実績降雨をそのまま用いるこ

とを原則とする。調整の方法としては、このほかに種々の方法が考えられるが、河川計画にお

いては他の河川との比較が必要となる場合が多いので 1 つの方法に統一することとした。ただ

し、洪水調節施設の計画が予想される場合については前後の降雨を含めた一連の降雨に検討を

加える必要がある。 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai108kai/s3.pdf
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図 2-3 降雨継続時間の調整 

 

2．7．3 内水の考慮 

＜考え方＞ 

河川の下流部や盆地等において、基本高水のピーク流量に与える内水の影響が大きい場合が

ある。 

この場合には既に存在する内水排除計画を考慮するほか、現在具体的な排水構想がない場合

でも、将来の当該区域の開発状況の想定、他の類似区域の排水計画等を参考にして、必要に応

じ適切な排水量を基本高水算定時に加算する必要がある。 

 

＜標 準＞ 

内水の影響が大きいと考えられる場合には、別途その影響を考慮することを基本とする。 

 

＜例 示＞ 

基本高水算定時に加算する排水量の算定方法としては、内水解析モデルにより排水量を算定

する方法や、比流量で都市区域 5 ㎥/s/km2程度、一般区域 2 ㎥/s/km2程度とする方法がある。 

 

2．7．4 基本高水を見直す場合の考え方 

＜考え方＞ 

基本高水は、長期的な観点で策定される洪水防御計画の基本となるものであるから、変動す

る毎年のデータを用いて頻繁に見直すことは適切でない。 

しかし、計画策定以降に観測された洪水流量がこれまでの計画を上回っている場合等、近年

の洪水の状況を踏まえ、必要に応じて、洪水の生起要因や現象等を分析し、既定計画に位置づ

けられている基本高水の見直しの検討を行うことが重要である。 
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＜標 準＞ 

超過洪水が発生した場合等、必要に応じて、近年の洪水の発生状況等を踏まえた基本高水の

見直しの検討を行うことを基本とする。 

 

＜例 示＞ 

基本高水のピーク流量を上回る規模の洪水が発生したことを受け、洪水特性等を踏まえ基本

高水のピーク流量の見直し等を含む河川整備基本方針の変更を実施した例がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

基本高水を見直した例としては、矢部川や大淀川の下記の資料が参考となる。 

1) 社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針小委員会（第 105 回）資料 2,2014. 

2) 社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針小委員会（第 107 回）資料 2,2016. 

 

2．8 計画高水流量に関する事項 

2．8．1 計画高水流量の定義 

＜考え方＞ 

1 つ又は複数の基本高水から算出される計画基準点やその他主要な地点での河道流量は、河

道の特性やダム等の規模等の水理学的条件によりそれぞれ異なるものであり、基本高水を合理

的に河道、ダム等に配分するとは、算出されたこれらの流量を上下流や本支川間のバランスに

考慮しつつ、本章 2.8.2 に記載した事項についての検討を行った上で、河道やダム等に配分す

ることを意味する。 

河道及びダム等の計画には、その地点の高水流量が第一義的に重要である。ただし、ダムの

洪水調節容量の決定においては、高水流量のみでなく、ハイドログラフの形状、貯水池容量確

保の可能性、ダムの操作ルール等が関係するので、これらの要素を総合的に検討して計画を立

てることが重要である。 

 

＜標 準＞ 

洪水防御計画においては、基本高水を合理的に河道、ダム等に配分して、主要地点の河道、

ダム等の計画の基本となる高水流量を決定するものとする。これを計画高水流量という。 

 

2．8．2 計画高水流量の決定に際し検討すべき事項 

＜標 準＞ 

河道、ダム、遊水地等の計画高水流量を決定するに際しては、次の各事項について十分検討

することを基本とする。 

１）ダム、調節池、遊水地といった洪水調節施設の設置の技術的、経済的、社会的及び環境

保全の見地からの検討 

２）河道については、現河道改修、捷水路、放水路、派川への分流等についての技術的、経

済的、社会的及び環境保全の見地からの検討 

３）河川沿川における現在及び将来における地域開発及び河川に関連する他事業との計画

の調整についての諸問題の検討 

４）著しく市街化の予想される区域については、将来における計画高水流量の増大に対する

見通しとその対処方針の検討 

５）超過洪水に対する対応の技術的、経済的、社会的検討 

６）事業実施の各段階における施設の効果の検討 

７）改修後における維持管理の難易についての検討 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai105kai/2-1.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai107kai/2.pdf
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2．9 超過洪水対策 

＜考え方＞ 

堤防は計画高水位（高潮区間に当たっては計画高潮位）以下の水位の流水の通常の作用に対

して安全な構造を持つものとして整備されるが、洪水は自然現象である降雨等に起因するもの

であるため、計画高水流量を超える超過洪水が発生する可能性は常に存在する。そのような超

過洪水が発生した場合には越水等により堤防が破堤し、極めて甚大な被害が発生するおそれが

ある。特に人口・資産や中枢管理機能等が高密度に集積した大都市地域等を守る堤防の破堤は、

当該地域に甚大な被害を及ぼすだけでなく、我が国全体の社会・経済にも大きな打撃をもたら

すことになる。 

このため、河川整備基本方針及び河川整備計画においては、それぞれ、超過洪水や現況施設

能力を上回る洪水の生起についても配慮し、一定規模の洪水の氾濫を防止し、必要に応じそれ

を超える洪水に対する被害を軽減するための施設による対応やソフト施策などを計画するも

のであるが、特に必要な区間については超過洪水対策として高規格堤防の整備を計画するもの

とする。 

 

＜標 準＞ 

計画の規模を超える洪水により、甚大な被害が予想される河川については、必要に応じて超

過洪水対策を計画することを基本とする。 

 


